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司
法
書
士　

藤
本 

忠
久

住
所
等
変
更
登
記
の
義
務
化
と
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記

１
．一般
承
継
と
登
記
の
関
係

　
一
般
承
継
に
よ
る
権
利
移
転
は
登
記
を
要

し
な
い
物
権
変
動
で
あ
り
、名
義
人
の
表
示

変
更
は
そ
も
そ
も
物
権
変
動
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、こ
れ
ら
の
登
記
に
つ
い
て
は
、権
利
で

あ
っ
て
義
務
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。し
か
し
、被
相
続
人
名
義
や
旧
住
所

等
で
登
記
さ
れ
た
不
動
産
を
処
分
す
る
際
に

は
、相
続
登
記
や
住
所
等
変
更
登
記
は
必
要

不
可
欠
で
す
の
で
、不
動
産
を
処
分
す
る
と

き
限
定
の
義
務
か
ら
不
動
産
の
所
有
権
名

義
人一般
の
義
務
に
変
わ
っ
た
と
も
い
え
そ
う

で
す
。

　
な
お
、固
定
資
産
税
の
所
轄
に
対
し
て
は
、

一
定
期
間
内
に
相
続
や
住
所
等
変
更
の
届
け

出
が
必
要
で
す
が
、相
続
登
記
や
住
所
等
変

更
登
記
を
す
れ
ば
別
途
届
け
出
る
必
要
が

な
い
点
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
．ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
と
は

　

住
所
等
変
更
登
記
は
罰
則
を
伴
っ
て
義
務

化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
負
担
を
大
幅
に

軽
減
す
る
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
、登
記
官

の
職
権
に
よ
る
変
更
登
記
制
度
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

　

令
和
8
年
4
月
1
日
以
降
、自
然
人（
個

人
）の
場
合
は
生
年
月
日
等
の
検
索
用
情
報

を
検
索
キ
ー
と
し
て
、住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム（
住
基
ネ
ッ
ト
）に
照
会
し
、

住
所・氏
名
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、登
記

名
義
人
の
了
解
を
得
た
上
で
、職
権
で
変
更

登
記
が
行
わ
れ
ま
す
。登
記
名
義
人
の
了
解

を
求
め
る
理
由
は
、D
V
被
害
者
等
、現
住

所
を
秘
匿
す
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

を
考
慮
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、住
基
ネ
ッ
ト
照
会
は
、申
請
期
限
を
考
慮

し
て
、各
登
記
名
義
人
に
つ
き
2
年
に
1
回

以
上
実
施
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、法
人（
会
社
等
）の
場
合
は
会
社
法

人
等
番
号
を
検
索
キ
ー
と
し
て
、住
所
・
名

称
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、商
業
・
法
人
登

記
シ
ス
テ
ム
か
ら
不
動
産
登
記
シ
ス
テ
ム
に

速
や
か
に
通
知
が
行
わ
れ
、通
知
を
受
け
た

ら
速
や
か
に
職
権
で
変
更
登
記
が
行
わ
れ
ま

す
。こ
の
場
合
、登
記
名
義
人
の
了
解
を
得

る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

３
．検
索
用
情
報
の
申
出
等

　
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
の
対
象
と
な
る
不
動

産
は
、検
索
用
情
報
が
登
録
さ
れ
て
い
る
も

の（
法
人
の
場
合
は
会
社
法
人
等
番
号
が
登

記
さ
れ
て
い
る
も
の
）に
限
ら
れ
ま
す
。

　

法
人
の
場
合
、令
和
6
年
4
月
1
日
か
ら

会
社
法
人
等
番
号
が
所
有
権
の
登
記
事
項

と
な
っ
て
お
り
、自
然
人
の
場
合
は
、令
和
7

年
4
月
21
日
か
ら
所
有
権
の
登
記
申
請
書

に
記
載
す
る
方
法
で
検
索
用
情
報（
氏
名
の

フ
リ
ガ
ナ・
生
年
月
日・メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）を

　
令
和
8（
2
0
2
6
）年
4
月
1
日

か
ら
、不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
名
義

人
は
住
所
や
名
前
を
変
更
し
た
日
か

ら
2
年
以
内
に
変
更
登
記
を
申
請
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、正
当
な
理

由
な
く
登
記
を
怠
る
と
5
万
円
以
下

の
過
料
が
科
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　
先
に
施
行
さ
れ
た
相
続
登
記
の
義

務
化（
令
和
6
年
4
月
1
日
）と
同
様

に
、所
有
者
不
明
土
地
問
題
を
解
消
す

る
た
め
の
施
策
で
す
が
、施
策
全
体
の

概
要
等
に
つ
い
て
は
本
紙
2
0
2
3

年
10
月
号
、相
続
登
記
の
義
務
化
と
救

済
措
置
等
に
つ
い
て
は
2
0
2
4
年

10
月
号
掲
載
の
本
コ
ー
ナ
ー
を
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
相
続
登
記
の
義
務
化
に
当
た
っ
て
は

「
相
続
人
申
告
」と
い
う
登
記
制
度
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、住
所
等
変
更
登

記
の
義
務
化
に
当
た
っ
て
は「
ス
マ
ー
ト

変
更
登
記
」（
登
記
官
の
職
権
に
よ
る
変

更
登
記
の
仕
組
み
）と
い
う
登
記
制
度

が
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
新
制
度
の
開
始
に
向
け
た
環

境
整
備
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
の

で
、本
稿
で
は
、ス
マ
ー
ト
変
更
登
記

の
概
要
や
そ
の
前
提
条
件
と
な
る
検

索
用
情
報
の
申
出
を
中
心
に
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

登記の仕組み
知っておきたい

〈今月の特集〉
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通
知
が
送
付
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、

了
解
を
得
な
い
ま
ま
変
更
登
記
が
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

４
．余
裕
を
持
っ
て
申
出
を

　

令
和
6
年
4
月
1
日
よ
り
前
に
登
記
を

受
け
た
法
人
、令
和
7
年
4
月
21
日
よ
り
前

に
登
記
を
受
け
た
自
然
人
は
、令
和
8
年
4

月
1
日
ま
で
に
、会
社
法
人
等
番
号
の
登
記・

検
索
用
情
報
の
申
出
を
し
て
お
く
の
が
良
い

で
し
ょ
う
。令
和
6
年
4
月
1
日
以
降
に
登

記
を
受
け
た
法
人
、令
和
7
年
4
月
21
日
以

降
に
登
記
を
受
け
た
自
然
人
と
同
様
に
、令

和
8
年
4
月
1
日
以
降
、変
更
登
記
義
務
違

反
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
な
く
な
る
か
ら
で

申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
記
よ
り
前
に
登
記
を
受
け
た
登
記
名

義
人
は
、自
然
人
の
場
合
は「
か
ん
た
ん
登

記
申
請
ペ
ー
ジ
」ま
た
は
書
面
に
よ
り
、法
人

の
場
合
は「
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ

ス
テ
ム
」ま
た
は
書
面
に
よ
り
、検
索
用
情
報

の
申
出
や
会
社
法
人
等
番
号
の
登
記
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、自
然
人
の
場
合
、検
索
用
情
報
と

し
て「
本
人
の
み
が
使
用
す
る
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
」の
登
録
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、こ
の
登
録

を
す
る
と
職
権
変
更
登
記
を
し
て
良
い
か
ど

う
か
の
確
認
や
登
記
の
完
了
通
知
が
メ
ー
ル

で
送
信
さ
れ
る
の
で
便
利
で
す
。登
録
し
て

い
な
い
場
合
は
、書
面
で
確
認
通
知
や
完
了

す
。

　

ま
た
、こ
れ
ら
の
登
記
・
申
出
は
、令
和
8

年
4
月
ま
で
に
開
始
予
定
の
所
有
不
動
産
記

録
証
明
書
制
度
の
運
用
に
も
資
す
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、自
宅
以
外
に
も
不

動
産
を
保
有
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
は
、申
出
を

ご
検
討
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、不
動
産
を
処
分
す
る
場
合
、契
約

時
点
、決
済
時
点
で
登
記
情
報
が
確
認
で
き

な
い
と
問
題
と
な
り
ま
す
。法
人
名
義
人
の

変
更
登
記
は
法
人
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
な
く

実
施
さ
れ
る
よ
う
で
す
か
ら
、変
更
登
記
が

必
要
な
法
人
は
、余
裕
を
も
っ
て
、先
行
し
て

変
更
登
記
を
申
請
で
き
る
よ
う
計
画
す
る
の

が
良
い
と
思
い
ま
す
。

５
．進
む
識
別
情
報
整
備　

　

平
成
14
年
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
指
定
を
皮

切
り
に
、行
政
手
続
き
を
簡
素
化
し
、ま
た
行

政
間
の
情
報
連
携
を
可
能
に
す
る
準
備
が
進

め
ら
れ
、個
人・法
人
と
も
、平
成
27
年
を
も
っ

て
、統一し
た
識
別
情
報（
番
号
）の
指
定
が
ス

タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
基
盤
の
整
備
を
経
て
、登
記
所

が
住
基
ネ
ッ
ト
や
商
業
登
記
シ
ス
テ
ム
を
検

索
し
、登
記
名
義
人
の
住
所
等
の
異
動
を
探

知
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、

他
の
行
政
機
関
で
は
従
来
か
ら
変
更
届
出
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、毎
年
登
記

名
義
人
に
納
付
書
等
を
交
付
す
る
関
係
が
な

麻
布
司
法
書
士
事
務
所
主
宰
司
法
書
士

藤
本 

忠
久（
ふ
じ
も
と 

た
だ
ひ
さ
）

平
成
9
年
東
京
司
法
書
士
会
総
合
研
修
所
所
員
。平
成

12
年
司
法
書
士
試
験
委
員
。不
動
産
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
事
業
会
社・金
融
機
関・法
律
事
務
所
等
に
対
し
、

顧
問
契
約
に
基
づ
く
業
務
提
供
を
行
って
い
る
。

い
登
記
行
政
に
お
い
て
、所
有
者
不
明
土
地

問
題
の
解
消
と
い
う
大
目
的
の
た
め
に
変
更

登
記
義
務
を
定
め
た
こ
と
は
、と
て
も
画
期

的
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、令
和
7
年
5
月
か
ら
戸
籍
に
氏
名

フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、令
和

8
年
5
月
に
は
す
べ
て
の
戸
籍
で
達
成
す
る

と
の
こ
と
で
す
。順
次
市
区
町
村
長
か
ら
フ
リ

ガ
ナ
を
通
知
し
、異
な
っ
て
い
る
場
合
は
申
し

出
る
と
い
う
方
法
で
対
応
す
る
よ
う
で
す
。

参考資料

●法務省
「登記・供託オンライン申請システム」
https://www.touki-kyoutaku-online.
moj.go.jp/index.html

表　�民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要
・民法等の一部を改正する法律（令和3年法律第24号）
・�相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
（令和3年法律第25号）

【両法律の概要】
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に
民事基本法制を見直し

① 相続登記の義務化
• �相続人申告登記の創設

などの負担軽減策・環境
整備策をパッケージで
併せて導入

▶ 令和6年4月1日施行

② �住所等変更登記の�
義務化

• �他の公的機関（住基ネッ
ト等）から取得した情報
に基づき、登記官が職権
的に変更登記をする方
策を併せて導入

▶ 令和8年4月1日施行

登記がされるように
するための

不動産登記制度の見直し

発生予防

① 財産管理制度の見直し
② 共有制度の見直し
③ 相隣関係規定の見直し
④ 相続制度の見直し
▶ 令和5年4月1日施行

土地・建物等の利用に
関する民法の見直し

利用の円滑化

○ �相続土地国庫帰属制度
の創設

▶ 令和5年4月27日施行

土地を手放すための
制度の創設

発生予防

法務省民事局資料より編集部作成


